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指針に基づかないがん種に対するがん検診について

1. 対策型がん検診として実施する場合、がん検診の利益（メリット）が不利益（デメリット）を上回ることが必要である。

2. 指針に定められていないがん検診については、当該検診を受けることによる偶発症や過剰診断等のデメリットがメリッ
トを上回る可能性がある。

3. がん検診の受診者に対してがん検診のメリットとデメリット両方を説明することを、指針に明記することが必要ではな
いか。

4. 今後も、指針に基づかないがん種に対するがん検診を実施している市区町村を把握し公表することを続けた方がよ
いのではないか。

5. 指針に基づかないがん種に対するがん検診を実施することは推奨されないことを指針に明記することで、都道府県が
市区町村へ適切な指導や助言を行えるようになるのではないか。

6. 指針に基づかないがん種に対するがん検診を実施する場合は、研究として実施し、その結果を適切に評価することが
必要ではないか。

がん検診の精度管理について

1. 市区町村が検診実施機関に委託し実施する対策型がん検診においては、都道府県がチェックリストの遵守率やプロ
セス指標値等の精度管理指標を評価し、必要に応じて改善策などの助言を行うこととされている。

2. 検診実施機関ごとのプロセス指標値を集計し、検診実施機関へフィードバックしていない市区町村が多い。

3. 都道府県に設置される「生活習慣病検診等管理指導協議会」等において、がん検診の精度管理の現状を検診実施
機関ごとに評価し、必要に応じて市区町村や検診実施機関にフィードバックすべきではないか。

4. 仕様書の内容（画像の読影体制の整備やプロセス指標の把握等）に基づかずに検診実施機関を選定している市区
町村がある。

5. 検診終了後に、仕様書の内容が遵守されたことを確認している市区町村の割合が少ない。

6. 検診実施機関の質を担保するため、市区町村ががん検診事業を検診実施機関に委託する際は、仕様書の内容に基
づいて検診実施機関を選定するとともに、検診終了後に仕様書の内容が遵守されたことを確認するよう、指針に明記
してはどうか。
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